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○日時 令和４年11月８日   午後１時00分開会 

○場所 委員会室 

○議件 

１．油流出事故の対応状況について 

２．特別委員会として取り組めることについて 

─────────────────────── 

○出席委員（７名） 

 委 員 長    小田部   照 

 副 委 員 長    松 浦 敏 司 

 委 員    金 兵 智 則 

            栗 田 政 男 

            近 藤 憲 治 

            永 本 浩 子 

            平 賀 貴 幸 

─────────────────────── 

○欠席委員（１名）   立 崎 聡 一 

─────────────────────── 

○委員外議員（０名） 

─────────────────────── 

○傍聴議員（２名）    

        澤 谷 淳 子 

        古 田 純 也 

         

○説明者 

 副 市 長    後 藤 利 博 

 市民環境部長    武 田 浩 一 

 農林水産部長    川 合 正 人 

 市民環境部次長    田 邊 雄 三 

 生活環境課長    近 藤   賢 

 水産漁港課長    渡 部 貴 聴 

 

○事務局職員 

事 務 局 長    林   幸 一 

次 長    石 井 公 晶 

総 務 議 事 係    早 渕 由 樹 

 

 午後１時00分開会 

○小田部照委員長 それでは、ただいまから重油漏

れ事故対策検討特別委員会を開会いたします。 

 本日の委員会ですが、立崎委員より欠席の届出が

出ております。 

 本日の委員会ですが、油流出事故の対応状況につ

いて協議いたします。 

 それでは、油流出事故の対応状況についての説明

を求めます。 

○渡部貴聴水産漁港課長 それでは資料第１号を御

覧ください。 

 油流出事故の対応状況についてでございますが、

（１）発生の場所、及び（２）事故の状況につきま

しては、前回と変更ございませんので割愛させてい

ただきます。 

 （３）事故後の経過についてでございますけれど

も、10月11日に開催されました、重油漏れ事故対策

検討特別委員会にて、３月23日の事故発覚から、10

月６日の北海道による連絡会議の設置に関する説明

まで報告してございますので、それ以降について御

報告させていただきたいと思います。 

 10月28日、第１回呼人地区油流出事故に係る連絡

会議が開催されております。 

 本会議の目的ですけれども、網走観光ホテルの油

流出事故による環境汚染を未然に防止するため、流

出した油の現状把握及び必要な対策等が科学的根拠

に基づき実施されるように、関係機関相互の情報共

有と、技術的助言を行う場として本会議を設置して

ございます。 

 構成につきましては、北海道、これは環境生活

部、水産林務部、オホーツク総合振興局、こちらは

地域創生部、保健環境部、産業振興部となってござ

います。それから網走市、農林水産部、市民環境

部、ブリーズベイホテル株式会社、それから専門家

としまして、地域独立行政法人北海道総合研究機構

のエネルギー・環境・地質研究所、一般社団法人北

海道地質調査業協会、それから同じく一般社団法人

全国さく井協会北海道支部となってございます。 

 役員についてでございますが、委員長は、北海道

環境生活部環境保全局長、副座長が２名おりまし

て、１名が、同じく北海道水産林務部水産基盤整備

担当局長、もう１名が網走市農林水産部長。事務局

につきましては、北海道循環型社会推進課、水産振

興課となってございます。 

 会議の内容ですけれども、まず事故の概要とこれ

までの対応及び今後の方針について、ホテルから説

令和４年 網走市議会 

重 油 漏 れ 事 故 対 策 検 討 特 別 委 員 会 会 議 録 

令和４年 11月８日（火曜日） 

 



- 2 -  

明がございました。 

 １番、これまでの対応ですけれども、今回、新規

の報告のみ抜粋してございます。 

 こちらにつきましては、３枚目の資料の図面をつ

けてございますけれども、こちらと併せて見ていた

だけるとわかりやすくなると思います。 

 まず、Ｎｏ.12の掘削箇所で、ガス検知を行って

ございますが、10月17日現在、重油は認知されてご

ざいません。Ｎｏ.12の箇所といいますのは、９月

１日に地下水の調査を行うために、16メーターまで

掘削をしている箇所になってございます。 

 それから、10月８日に新たに機械室内を３か所、

これ機械室内というのはボイラー室内ですけれど

も、３か所、Ｎｏ.９から11番、重油漏れ箇所付近

の２か所、これは機械室の外ですけれども、Ｎ

ｏ.13と14を新たに掘削しておりまして、Ｎｏ.９及

びＮｏ.13のみ重油が確認されてございます。 

 それから、これまでのボーリング調査の結果か

ら、漏えい箇所につきましては、水平方向に半径４

メートル、鉛直方向に７メートル、こちらは４月15

日のボーリング調査から７メートルまで汚染してい

ると想定されてございます。 

 調査により、当該箇所には不透水層、これは今ま

での報告で難透水層及び安山岩層という表現をして

おりますけれども、確認されておりまして、鉛直方

向には相当期間浸透しないことも予想されますが、

一方で、不透水層に亀裂等があればさらに浸透し、

地下水に混入することも予想されるということでご

ざいました。 

 今後の方針なのですけれども、鉛直方向へのさら

なる浸透も想定し、現地の地下水の状況を把握する

ために、３点ボーリングという手法を用いまして、

地下水のモニタリングを行うと。仮に地下水から重

油が確認された場合には、地下水をくみ上げて重油

を除去するなどのアクションプランの整備について

検討するということでございました。 

 こちらに対しまして専門家からの意見としまして

は、ホテル側が不透水層とする安山岩につきまして

は一枚岩を形成せず、ひび割れがあることから、不

透水層となることは考えにくいということ。 

それから、地下水調査は最低３地点でボーリング

が必要であり、油漏れが発生した尾根の北側で優先

的に実施すべき。 

３点ボーリングで地下水の流向を把握して、下流

地点でモニタリングをすべきであると。 

また、地下水調査は融雪前までに行うべきである

と。 

漏えいした重油の現状が把握できていないため

に、引き続きガス検知などによる調査を検討しても

よいということ。 

地下構造や地下水位などの条件を整理し、地質断

面図等を作成し、情報共有すべきということでござ

いました。 

 これらの意見につきましても、ホテルのほうで再

度検討を行って、方向性が見えれば年内に再度、連

絡会議を開催する方向で調整するということになり

ました。 

 続きまして、10月31日、第１回呼人地区油流出事

故に係る連絡会議の結果について、対策協議会へ報

告を実施しております。 

 出席者につきましては対策協議会のメンバー、網

走漁協、西網走漁協、北見管内さけ・ます増殖事業

協会、管内漁協組合長会、網走市、それから振興局

の水産課となってございます。 

 10月28日、第１回の連絡会議の内容についての報

告をしています。３点ボーリングによる調査及び重

油の把握状況について、専門家から直接説明を聞き

たいという意見が出されました。 

 また、今回ホテルから提示されました今後の方針

について、専門家の視点において十分な対応である

かについても意見が出されてございます。 

以上のことから、北海道及び専門家から直接話を

聞く場を11月８日に設定してございます。 

 ３ページ目に図面がございまして、この赤丸で囲

っている、ポンチ絵なのですけれども、この赤丸で

囲っている箇所が、約半径４メートルという位置と

なってございます。 

 星マークの箇所が、重油が確認された地点であ

り、この範囲の中、鉛直方向には７メートルの範囲

までが確認されているということでございます。 

 左下にある表につきましては、調査の地点と調査

の実施日、それから調査深度を書いてございます。

この中で、Ｎｏ.12に15メートルと書いてございま

すが、これホテルからの説明資料は15メートルとな

っていますけれども、北海道のほうの資料では16メ

ートルとなってございます。ですので、こちらは15

メートルと書いてございます。 

ちなみに不透水層が確認されたのは、14メートル

以深というふうに報告を受けてございます。 

 続きまして、最後のページですけれども、３点ボ
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ーリングのイメージ図をつけてございます。 

 ３点ボーリングにつきましては、専門家からの説

明では、地下水を把握するために一般的な手法とい

うことで、３点にすることによって地下水を平面的

に把握することが可能であり、流向、傾斜度です

ね、地下水位の存在の傾斜度もわかるので、流向、

流れている方向も推測することができるということ

で、今回、これはあくまでも現状で、土地利用等を

考えた中での３点でありまして、詳細には今後専門

家の意見を聞いた中でボーリング地点を設定する予

定となってございます。 

 それから、資料はないのですけれども、本日、９

時から専門家による説明を受けてございます。 

 本日、専門家の方、全国さく井協会北海道支部か

ら１名、それから北海道の環境生活部から１名、出

席いただきまして、漁業関係者のほうに説明を実施

していただいております。 

 今回の話の中で、３点ボーリングの調査の科学的

な根拠等を説明いただきまして、今お話ししました

けれども、一般的な手法としまして３点を行うとい

うことは、最低限３点あれば地下水の状況を把握す

ることが可能であるという説明を受けました。 

 あわせまして、抜本的、根本的な対策について検

討しないのか、それから、専門家が入ったこういう

対策であれば、本来、最善の対策というものを検討

するべきではないのかというふうに、漁業関係者か

ら質問を受けてございまして、それに対する回答と

しましては、現状でまだ油の位置がきちんと確認さ

れていないということでございます。 

 つまりそれがないと、最善の手法についても、今

の段階では提案することも難しいと。 

 したがいまして、連絡会議の中でありましたけれ

ども、引き続き、ガス検知という方法も使いなが

ら、水平方向への拡散状況を確認していくというこ

との説明を受けてございます。 

 私のほうの説明は以上でございます。 

 すみません、よろしいですか。 

○小田部照委員長 いいです。 

○渡部貴聴水産漁港課長 １点、すみません、修正

をしたいと思います。 

 専門家の方の所属なのですけれども、地方独立行

政法人北海道総合研究機構エネルギー環境地質研究

所となってございます。 

 大変失礼いたしました。 

○小田部照委員長 それでは、ただいまの説明で、

質疑に入りたいと思います。 

 各委員の皆様、いかがでしょうか。 

○永本浩子委員 こういった形で、専門家の方も、

道のほうで予算をつけていただいて、一歩進んだか

なというところかとは思うのですけれども、やはり

根本的な解決に至るには、この重油がどこにあるの

かが確定できないと、そこに着手できないって今の

お話だったのですけれども、そうしますと、さらに

進めるためのこの３点ボーリングでは、この地下水

のほうに重油が混ざっているかどうかということを

確認する、もしそれが確認できれば、道としてもさ

らに強い措置が行えるということになるかと思うの

ですけれども、この融雪前に地下水位調査を行うべ

きということで、専門家からの御意見がありますけ

れども、もし融雪前に行うとすると、具体的なスケ

ジュール感的にはどんなふうになるのか、そういっ

たところは少し検討されているのでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 ボーリングの実施時期な

のですけれども、融雪前ということなのですけれど

も、事故から時間も経過していることから、本来で

あればできるだけ早く実施していただきたい、実施

したほうが望ましいのですが、実情としまして、今

道内でボーリングの機材が、公共工事等によって足

りない状況となってございまして、今回、出席され

ている専門家の中からも御意見いただいたのですけ

れども、どんなに早くても年明けになるだろうと、

開始が。という説明を受けてございます。 

 一方で、融雪期というのは専門家からの説明で

は、地下水位が動きやすい時期ということなので、

融雪期までに少なくてもボーリングをして流れを調

べるということで、まだ具体的な調査スケジュール

等は示してはいただいておりませんが、連絡会議の

中では、年明けにボーリングを開始して、遅くても

２月の中、下旬までにはボーリングを終了するのが

望ましいというふうに説明を受けてございます。 

○永本浩子委員 まさか、そんな機材が足りないな

んていうのは、ちょっと考えてもみませんでしたけ

れども、現実、そういうことだということなので、

できるだけ早くお願いしたいということしか言えな

いかと思いますけれども、今回、赤く丸で囲んであ

る中で、Ｎｏ.１、Ｎｏ.９、Ｎｏ.13、この３か所

で、重油が確認できたということなのですけれど

も、確認できた後はもうこれ以上何も進められない

ということなのでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 Ｎｏ.９につきまして
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は、当初の説明では、これ今手掘りで1.7メートル

まで掘っているのですけれども、手で掘る限界まで

は掘ったというふうに説明を受けてございます。 

 こちら建屋の中なので、特殊な機械を使って６メ

ートルぐらいまでは掘削をしたいという説明を受け

ているのですけれども、そちらについても機材繰り

の関係で、今回の報告の中では1.7メートルの結果

までしか提示をされてございません。 

○永本浩子委員 機材の関係と、予想外のところで

手こずっているという感じなのですけれども、やっ

ぱり本当に心配していた冬が、もう間近になってき

ていて、やっぱり漁業者の方も私たち市民も、一体

どうなってしまうのだろうというのが現実だと思い

ます。その辺のところ、道とも相談しながらとなる

と思いますけれども、ホテルのほうはどんな御意見

なのでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 現状で報告しています内

容については、今の段階はホテルが自分たちで実施

しなければならない調査となっています。 

 道のお金でもなくて、それはホテルが主体的に実

施しなければならない調査なのですけれども、今回

提示している調査内容については、ホテルとしても

前向きに実施をする方向となっております。 

 調査の遅延につきましては、ホテルは当然やる意

向はあるのですけれども、特にボイラー室の中のボ

ーリングをするための機材というものも特殊らしく

て、そちらの手配もなかなかつかないというふうに

説明を受けてございます。 

○永本浩子委員 なかなかそういう事情があるのだ

なということは理解しましたけれども、例えばこの

Ｎｏ.９のところは、このボイラー室の中ですけれ

ども、Ｎｏ.１とＮｏ.13に関しては外ですよね。そ

して、Ｎｏ.１は８メートルまで掘って、重油があ

ったということ。Ｎｏ.９のほうは1.7メートルで既

に重油があったということで、この外に関しては、

もうちょっと進められるのではないかなと思います

けれども、それはどうなのでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 Ｎｏ.１なのですけれど

も、これ初めに８メートルまでボーリングしており

まして、８メートルまで掘ると、油が確認されない

と。６メートル、７メートルまでしか確認されなか

ったという報告でございました。その隣のＮｏ.13

の掘削につきましては、３メートルまで掘ったとい

う報告は受けてはいるのですけれども、こちらのほ

うは今後、どこまで掘削するのかという具体的なお

話はちょっとまだ聞いてはございません。引き続

き、その辺りを確認していきたいというふうに。 

○永本浩子委員 ３メートル掘ってあったというこ

とは、Ｎｏ.１よりもＮｏ.13のほうが、重油が結構

そこにたまっている可能性というのは高いのではな

いかなと思いますので、何とかやっぱり冬を迎える

前にその辺のところを進めていけるように、また、

押していただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

○渡部貴聴水産漁港課長 Ｎｏ.１につきまして

も、３メートル地点でも確認されていたと思います

ので、決して１よりも13のほうが濃度が高まる、濃

度的なものは報告を受けていないので、何とも言え

ないのですけれども、今後の掘削スケジュール等に

つきましては、併せて北海道のほうに確認をしたい

と思います。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 もう11月になってしまって、初雪も観測されてい

るという状況ですので、ぜひその辺のところはスピ

ード感を持って取り組んでいただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○小田部照委員長 ほかの委員いかがですか。 

○近藤憲治委員 この間の取組の中で、初めてこの

連絡会議が開催されて、そこに水質汚濁防止法で調

査をしなければならない当事者であるホテルも入っ

ているということなのですが、まずこの会議には、

ホテルのどういう立ち位置の方が出席をされたので

しょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 ホテルにつきましては代

表取締役社長、それから本部の部長、それと現地の

支配人の３名が出席してございます。 

○近藤憲治委員 先ほどの説明の中で、この連絡会

議の中で専門家からこういうことをやったほうがい

いですよという意見が出されて、先ほどの説明だ

と、それを一旦ホテル側が持ち帰って検討して、何

をやるかを決めた後、また連絡会議を開くという流

れになっているのですけれども、意思決定権者がこ

の会議の場にいるのに持ち帰るという説明は、何で

されたのですかね。 

○渡部貴聴水産漁港課長 今回提示された、水平方

向への拡散のための調査のガス検知という手法につ

いて、今回初めて専門家の方から、簡易に、要は、

この調査というのはボーリングのような太い穴では

なくて、細い穴を２メートルから３メートル掘りま
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して、そこの空気を吸い出して、その空気の中に重

油がどのぐらい含まれているのかという調査をする

そうです。 

 ただ、今の段階でそれをどれだけの地点でやっ

て、どのぐらいのコストがかかるのか、実際にタイ

ムスケジュールはどうなのかとか、どういう業者で

できるのかというのも、この場では議論されていな

いので、その辺りについても、専門家から、北海道

から今後助言を頂きながら、実施の可否について検

討するという意味で持ち帰るという回答をされたと

思います。 

○近藤憲治委員 今回北海道も、この連絡会議にか

なり強く関わっていただいて、専門的知見を持って

いる専門家から様々な助言を頂いた上で、ホテル側

がそれをやるかという流れになっているのですけれ

ども、私が素朴に感じているのは、ホテル側が第１

当事者なので、もっと自分たちでも専門家から話を

聞いて、自分たちで取れるアクションは何なのかと

いうのを考えるべきなのだけれども、この連絡会議

のやり取りを見ていると、何かこう、言われたらそ

れ考えようかなみたいな動き方に見えてしまって、

ちょっと本当に大丈夫ですかという素朴な疑問があ

るのですけれども、その会議の場での説明とかを見

ていて、ホテル側の姿勢は本当に真摯に取り組もう

という意思があるというふうに見受けられるのでし

ょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 私どもも出席して見てい

る中では、それから事前の北海道からの説明もそう

なのですけれども、ホテル側としては、提示された

内容について、科学的にきちんと効果のあるもの

で、必要であることについては前向きに検討すると

いう説明を受けていまして、当日もそういう印象は

受けております。 

 ただ一方で、道からの説明では、非常にコスト概

念が強い方と伺っていますので、トータルで調査の

効果等も併せて、シビアな面はあるというふうにお

聞きはしております。 

○近藤憲治委員 そこは事業者ですから、あるのか

もしれませんけれども、万が一のケースで地域に与

える損害って、そのコスト概念を超える、はるかに

大きな影響なのですよね。 

 そこがやはり第１当事者であるホテル側と共有で

きないというのはなかなか残念なことだと思います

ので、様々な会議の場があるかと思いますけれど

も、やはり産業を守るという視点、地域を守るとい

う視点で、基礎自治体としてホテル側にはコスト概

念を超えて、きちんと取り組んでいただくべきだと

考えているというのを、伝えるべきだと思いますけ

れども、いかがですか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 連絡会議につきまして

は、当市も副座長、それから委員でも入っておりま

す。 

 ですので、その辺りは地域の実用も含めた中で必

要性というものは、今後も引き続き訴えていきたい

というふうに考えております。 

○小田部照委員長 ほかの委員いかがですか。 

○平賀貴幸委員 まず、最初に確認させてほしいの

ですけれども、この３ページの図の赤丸の中の一番

下のところが、この表で言うと、掘削調査の一部あ

りのところに該当するのでしょうか。星がついてい

るところ。 

○渡部貴聴水産漁港課長 これ、すみません、書き

方が悪くて恐縮なのですけれども、今御指摘ありま

したように、これ掘削調査におきまして、この建物

のこの図でいくと、左下のこの角の箇所から、重油

臭及び重油が確認されているということで星マーク

をつけさせていただいています。 

○平賀貴幸委員 そこはわかりました。 

 この範囲の中にあるのではないかと想定されると

いうところまでは来たというところなのだと思いま

すが、ここから先がちょっと見通せるようで見通せ

ないなというのが率直な印象なのですけれども、ま

ずはその３点ボーリングを実施して地下水のモニタ

リングを行うと。どんな方向で地下水が流れていっ

て、そこに実際重油があるのかないのかということ

をまず調べるのでしょうけれども、これまでずっと

求めてきているのは位置の特定なのですよね。 

 先ほどの説明でも、位置の特定がない限りなかな

かできないというのはやっぱり変わらないというと

ころなのですけれども、その辺のアクションは、今

後はどうなるというふうに理解したらいいのですか

ね。 

○渡部貴聴水産漁港課長 油の所在についてなので

すけれども、専門家から今頂いている説明としまし

ては、今までホテルもいろいろ調査をやっているの

ですけれども、根本的に情報が少ないと。特に地質

に関する調査が少ないということでございます。 

 今、建物がある中で、様々な調査を行ったり、予

想したりする中でも、まずは当該地の地質の状況を

調べることが必要ということで、３点ボーリングに
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つきましては、地下水についても調査をするのです

けれども、併せて地質についても調査をしますの

で、その結果を見た中で次の手を考えたいというふ

うに伺ってございます。 

○平賀貴幸委員 ちょっとわからないので伺うので

すけれども、その３点ボーリング、地質の調査をし

たら、次に、どこに重油があるか特定する方法が見

つかるものなのですか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 そういう単純なものでは

ないのですけれども、地質の状況、それから当該

地、非常に複雑で断層もあるというような説明も受

けてございます。それもあるので、３点することに

よって、建物がある箇所の地質、要は断層の状況を

考えた中で、あくまでも想定、ある程度はやっぱり

絞り込んで調査をしないと、ありかを、今の状況で

すね、建物を除去しない中では把握できないという

ことなのですけれども、その事前情報がないという

ふうに説明を受けてございます。 

○平賀貴幸委員 そうすると、３点ボーリングで地

質調査と地下水のモニタリングができるのが、さっ

き話があったように１月ということですから、それ

から場所を絞り込むことができて、どこにあるか調

査をするというふうに移っていくとなると、融雪前

に間に合わないのではないかと思うのですけれど

も、どうなのでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 融雪前までに実施すべき

という提案があったのは、あくまでも地下水調査で

ございます。 

 今回の第１回の会議の中では、重油の現状把握に

ついて、具体的なタイムスケジュールは出されてご

ざいません。 

 一方で、専門家、それから北海道のほうからも指

摘があったのですけれども、タイムスケジュールを

きちんと整理をした中で、調査を進めるべきだとい

う指摘も出てございました。 

○平賀貴幸委員 そうなのですよね。やはり、重油

が水に漏れ出さないうちに何とかしたいというとこ

ろで、これまで取り組んできたはずなのですけれど

も、今の流れを聞いていると、そこを防ぐような立

て付けにはならないスケジュールに、結果的になっ

ちゃっているのかなと思うのですよね。 

 31日に説明を協議会でされて、今日も専門家の説

明をされていて、間に合わないかもしれないという

ところについては、対策協議会のメンバーさんはど

んな受け止めでいらっしゃるのですか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 間に合わないかもしれな

いと、要は地下水に出るか出ないかという観点から

しますと、そこは何とも言えないです。 

 ただ、地下水に漏れ出ることについての、今日は

専門家から、その防止対策であるとか、時限的な想

定というのはございません。 

 ただ、今、私どもが受けている中で、北海道の対

策としては、公共水域に流出を防止すると。当然、

地下水も公共水域なのですけれども、最悪の状況と

しましては、それが漁場に対策協議会としては漏え

いということなので、そのために今回やった３点ボ

ーリングで、いいか悪いかは別としてなのですけれ

ども、地下水に入った段階で確認をして、吸い上げ

て浄化はできるという認識がございます。 

 ただ、それについてのいい、悪いという判断は特

にはありませんが、漁業関係者からは、引き続き一

刻も早い解決、それから、やはり所在を確認した中

で、最良の方法、要は全量撤去していただきたいと

いう意向は、引き続き示されてございます。 

○平賀貴幸委員 以前、ボーリングを実際には地下

水の層までやらないと意味がないこともお話させて

いただいたとおりなので、そこは実際に見つかれ

ば、そこも含めてくみ上げていって浄化するという

形をやることになると私も思います。 

 そんなこともやりつつ、やはり今話にあった、全

量撤去の方向については、捨てないで進めていかな

ければいけないと思うのですよね、もちろん。 

 それを、間に合わないかもしれないという状況が

見えてきちゃっているなっているのが残念という

か、まずいなと思うのですけれども、それでもやは

りできるだけ融雪前に場所を特定して全量撤去なの

か、もしくはその全量撤去までは間に合わないのだ

けれども、場所が特定されたからこそ流出防止措置

が何らかの形で別にできるのか、その辺のことをタ

イムスケジュールとして落とし込んで、やはり事業

者さんには示していただくという形をつくり込んで

いかないといけないと思うのですけれども、その辺

は共通認識ということでいいのですよね。 

○渡部貴聴水産漁港課長 ロードマップ自体をつく

るということは、北海道のほうでも指摘をしており

まして、そういう方向にはなると思います。 

 しかしながら、現状で具体的なものについて、例

えば全量撤去するとか、全量撤去をできるかどうか

も含めた中では、まだ何とも言えない状況です。 

 もっと言いますと、第１回の検討会では、３点ボ
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ーリングによるモニタリングということまでは決定

はしていますけれども、例えば、ガス検知による油

の水平的な拡散状況の把握についても決定はしてご

ざいません。 

 しかるに、現段階では、油の特定をどういう形で

できるのかということ自体もまだ示されてはいない

状況です。 

○平賀貴幸委員 なかなか見えない話を議論しなけ

ればいけないので、なかなか切ないものがあるので

すけれども、この後の条例の審議や検討にも関わっ

てくると思うのですけれども、道や専門家の皆さん

や、あるいはホテルの側との協議は続けていくのは

続けていかなければいけないですし、こういった対

応も求めていかなければいけないのですけれども、

ただ、やっぱり状況によっては、別の方法も、従来

から議会で言っているとおり、行政代執行になるか

どうかはさておき、代替施設をこちらで用意して、

実際除去させてもらうぐらい大胆なこともやっぱり

しなければいけないなというふうに感じるのですけ

れども、その辺は、市としてはどんなふうに受け止

めていらっしゃるのですかね。 

○渡部貴聴水産漁港課長 今までもそのような議論

をお聞きしてございますけれども、当市としまして

は、まず現状で、この連絡会議ができて、専門家も

入った中で、やっと調査が今、まだ始まっていない

です。調査が今、やっと方針が示された段階ですの

で、確かに漏えいしてから時間がたってしまって、

非常に時間はないのですけれども、いずれにしまし

ても、今後の調査の状況を見た中で検討してまいり

たいというふうに考えています。 

○平賀貴幸委員 実際に漏えいがあってからもう半

年ですよね。時間が本当にたってしまっていて、や

っとスタート地点に立てたぐらいの話にしかなって

いないので非常に。この後のやっぱり懸念がなかな

か拭えないので、場合によっては本当に大胆な方法

も含めて、考えなければいけないのかなというふう

に思うのですよね、事態を解決するためには。この

ままいくと、雪解けのときに大量に漏れてしまうな

んてことがもし生じた場合に、果たして対応し切れ

るのかというところが一番気になるところなのです

よね。その辺については、専門家の方々の意見を何

か取り入れながら、もしもの場合に備えるというこ

とは、まだこれから考えることなのですよね。 

○渡部貴聴水産漁港課長 今の方針としましては、

まず、基本的に油の漏えいについて、今回専門家か

らの説明を受けているのですけれども、基本的に鉛

直方向に浸透していきまして、地下水の箇所で止ま

ると。油は基本的には浮くので。つまり、漏えいし

た箇所の周辺の地下水の一番浅いところにある、地

下水の状況を拡散すれば、そこで動きは捕捉できる

という認識で、今回３点ボーリングを行った中で、

地下水の流れを見た中で、観測井戸を設置して、そ

こで仮に油が確認された場合には、吸い上げて除去

をすることによって、湖や川への流出を防止すると

いう方針で進んでございます。 

○平賀貴幸委員 取りあえず、まあわかりました。 

ところで、ホテルの冬季の営業というのは、この

後どういうふうなスケジュールになっているのでし

ょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 私ども直接報告は受けて

いないのですけれども、11月から５月ぐらいまで休

業するという話を聞いています。失礼しました、４

月いっぱいぐらいまでという話です。 

○平賀貴幸委員 理解はいたしました。 

 まだ、11月からですから、結構まだありますね。 

 その間に、場合によってはそれこそ、先ほど申し

上げたように代替施設を用意して、全量撤去なの

か、その周辺の土砂を全部撤去するのかということ

も、スケジュール的には可能といえば可能なのかな

と思うのですけれども、その辺について行政は、

今、やるということを決めていない中で聞くのもあ

れですけれども、場合によっては、そういったこと

もやっぱり必要なのではないかなと思うのですけれ

ども、どうですかね、本当に。 

○渡部貴聴水産漁港課長 今の段階では、一時的に

は北海道がまず、行政代執行できる段階ではないと

いうこと。あくまでも、公共水域に流れ出ていない

段階においては、ホテルが自主的に、漏えいしない

ことを証明するための調査を実施している段階でご

ざいます。 

○平賀貴幸委員 そこまでしかできないのか、それ

こそ条例をどう作り込んでいくかによって、またち

ょっと変わってくるので、この後の条例に関する議

論の中でまたいろいろしていきたいと思いますけれ

ども、ところで、８月29日の総務経済委員会が、２

回目の重油漏えいの説明だったのですけれども、そ

の際、私のほうから市民に対する説明がされていな

いのは一体どうなっているのだということを、実は

聞いているのですよ。 

 当時、副市長からはこんな答弁がありました。
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「３月に事故があって、報道等での公表という形で

進んでおりました」と。「そこは、後手に回ってし

まったと考えている。どこまでのものを市民にお示

しできるのか、どこでどういう形でやったらいいの

か、そこもなかなか判断がつかないという状況でご

ざいますが、北海道と協議しながら検討してまいり

たい」というふうに答弁されているのですね。 

 いまだに、報道や議会での話以外、市民の皆さん

が知ることがないのですよ。相当大きな問題だと思

うのですよね。 

 私、このときも申し上げて、そのあとも申し上げ

ていると思うのですけれども、このままだと漁業者

や呼人の地域の問題みたいな感じに受け止めている

方がいらっしゃる状況もあるのですよね。 

 全市的な問題として、やはり取り組んでいくとい

うことを考えると、この間の時系列だとか、いろい

ろなことを含めて、詳細を市民に公表するというこ

とがやっぱり必要だと思うのですよ。 

 そうすると、やっぱり網走市の広報紙にきちんと

そこは載せて、こういう状況ですということを説明

して、現状での方針はここまで来ているのだけれど

も、まだここ、これ以上できない状態にあるとい

う、どんな課題があるかとか、その辺のことを時系

列を含めて、やっぱり公表していかないことには、

全市的な問題で取り組むという形になっていかない

と思うのですよね。 

 市としてそういう意識を持っているのはわかるの

ですけれども、対市民に対しての説明をして、一般

市民の方にもお力添えいただかないことには、この

問題はやっぱり解決に至らないと思うのですよ。 

 そういった形で、一体いつ取り組まれるのかなと

思ったのですけれども、いまだに取り組まないもの

ですから、これ、どういうふうに考えていらっしゃ

るのですかね。 

○後藤利博副市長 今、平賀委員からお話がありま

したけれども、今回、北海道のほうも急遽、連絡会

議を立ち上げるということになりました。 

 そして、この連絡会議には、実際に当事者であり

ます社長も、会議のメンバーとして、ぜひ呼んだ中

で会議を進めたいというのが北海道の意向でござい

ました。 

 それまでは社長が一度、現地に来られて説明会を

開いたのですけれども、その後、会社としての方針

みたいなものもなかなか示されない、今回も一定の

考え方みたいなものはお話しされたと思うのです

が、当事者であるホテルのほうがなかなか示されな

いということで、状況の説明といいますか、一向に

進んでないというだけの形になるのかなと思ってい

まして、どういう形の説明なのか、公表の仕方がい

いのかというのは、私たちも非常に悩んでいるとこ

ろでございますが、今回、専門的な方がかなり、社

長独自に方法論みたいなものを御説明した経過もご

ざいますので、この連絡会議の内容も、北海道とし

てもどこまで説明をできるのか、公表できるのか、

そこを改めて調整しながら市民にお知らせできる形

を考えていきたいというふうに思います。 

○平賀貴幸委員 できるだけ早い時期に公表してい

ただきたいというふうに、やっぱり思うのですよ

ね。 

 公表することによって、市の本気度というものも

伝わる部分も私はあると思いますので、そこはやっ

ぱりやっていただきたいと思いますし、市にとって

は頭の痛い話かもしれませんけれども、議会に報告

したり、何だかんだしてアクションを起こすのが遅

くなったことも含めて、そこは正確に公表していか

ないとならないと私は思っています。 

 議会に報告したのが一体いつで、どういう動きを

していったのかということも、やっぱりその辺はぜ

ひ公表していただかなければいけないって正直思っ

ているのですよね。そういったことも含めて、今回

の流れは、やはり全てが、市の不手際があったとか

というふうには思っていませんけれども、やっぱ

り、今の状況は少なくても７月の時点の報告ではな

くて、もっと早く報告を頂ければ、もっと早い時期

にこの状況まで持ってこれたのかなという思いが拭

えないものですから、その辺も含めてぜひ公表して

いただきたいのですけれども、その辺は副市長大丈

夫ですか。 

○後藤利博副市長 もともと、今回の事案をどのよ

うに対応していくかというグリップする機関として

は、北海道であったということでございます。 

 そのような中で北海道が果たして公表といいます

か、道民に向けてそういう発信をするのかどうかと

いうことも、一つスタートの段階ではあったという

ふうに考えております。 

 そのような中で、市としてこれまでの経過も含め

て、北海道の、何て言うのでしょうか、対応してき

た内容も含めて、どこまでお知らせできるのか、北

海道とも協議した中で進めていきたいというふうに

考えてございます。 
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○平賀貴幸委員 その点は理解できるのです。理解

はできるのですけれども、やはり、これ、多分私だ

けではなくて、ほかの議員も同じことを思っている

と思うのですけれども、もっと早く議会に報告して

くれれば、今のこの状況は、少なくても数か月前に

つくれたのではないかなという思いが拭えないので

すよ。 

 結局、それがなかったがために、この冬を結局迎

えて、今こんなふうにせっぱ詰まっているのかなと

いうのが拭えないのですよね。 

 そのことも含めて、ちゃんと市民に伝えていただ

きたいと思うということなのですけれども、いかが

ですか。 

○後藤利博副市長 経過の中でどこまでお知らせで

きるか、北海道とも相談をして実際に事故があって

から、北海道としても、ホテルとしても対応したこ

とはございますので、そこも含めて北海道と相談を

した上で説明をしていきたいと思います。 

○平賀貴幸委員 このことは、私は議会と市との信

頼関係にも関わることだというふうに思っていま

す。 

 しっかりとその辺も含めて公表していただいて、

取り組んでいただいて、市民にもやっぱり、周知さ

れた上でこの問題は全市的にというのは、本当に市

民も含めて解決に当たってもらう意識を持ってもら

わなければいけない問題だと思いますので、ぜひ進

めて、できるだけ早い時期に進めていただきたいと

思います。 

 取りあえず終わります。 

○小田部照委員長 ほかの委員いかがですか。 

○永本浩子委員 すみません、先ほどちょっと聞き

忘れてしまったのですけれども、３点ボーリングに

しても、このボイラー室内のＮｏ.９の箇所のさら

なる掘削に関しても、どちらも機材が足りなくて、

調達が難しいというお話、先ほど伺ったところなの

ですけれども、本当に、早くやれるかどうかという

のは、ひとえにそこにかかっているのかなと思うの

ですが、この機材の調達に関しては、誰が責任を負

う形になっているのでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 機材の調達につきまして

は、基本的には、今回、調査を発注しているブリー

ズベイホテルになります。 

 しかしながら、連絡会議の中で、北海道地質調査

協会という一般社団法人の方が入っているのですけ

れども、こちらのほうでボーリング器材等の状況で

あるとかを押さえているということでしたので、そ

こは北海道と、こちらの専門家の方も入った中でサ

ポートするというふうに説明を受けてございます。 

○永本浩子委員 ホテルに任せきりではなく、この

専門業者がきっちり入ってくださるということで、

そうした状況等も市に情報をもらえるという流れに

なっているということでよろしかったですか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 当然、当市につきまして

も連絡会議のメンバーとして入ってございますの

で、その辺りにつきましては、しかるべきタイミン

グにはなると思いますけれども、きちんと情報は入

ってくると認識してございます。 

○永本浩子委員 ぜひその辺のところ、できるだけ

年内にめどが立つような方向で、持っていっていた

だければと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○小田部照委員長 ほかの委員いかがですか。 

○栗田政男委員 お話を聞いていてわかる部分と、

甚だ役所的な対応をせざるを得ない状況というの

も、ここに来て、どんどん見えてきているのかなと

いうふうに思って、非常に残念に思っています。 

 要は、これに関わる、網走市の関わる漁業者を主

に、漁業者の皆さんが心配しているのは、やはりそ

ういう危険因子を撤去するのが大前提であろうと。

私たちもそういうことでお願いをしてきた経過があ

りますし、それはいまだに変わっていません。 

 これは、だからその場当たり的に対応して、ボー

リングしたり、万が一地下水に漏れた場合はくみ上

げて除去するというような対応を求めたつもりもな

いですし、あくまでもボーリングについては、現況

どういう場所にしみ込んでいるのかということを把

握したかったという認識でいました。 

 時間軸で言いますと、我々は雪が降る前に解決し

たいよというお願いをずっと言ってきたのですが、

融雪とかという話なので、これは時間的には３月末

頃をリミットというか、その一応期限としてそうい

う方法を、ボーリング等の調査をやってくという認

識に変わってきたというふうに理解してよろしいで

すか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 ボーリングにつきまして

は、今回、専門家からの意向を聞いて、目的自体が

地質の調査と、それから地下水の状況調査というこ

とです。 

 その中で、専門家からは２月の中、下旬までに実

施をして、３月の融雪期には、観測井戸を掘るとこ



- 10 -  

ろまでいくかどうかはわからないですけれども、一

応、一定の地下水の状況を把握する体制を整えるべ

きだというふうに助言を頂いてございます。 

○栗田政男委員 ということは、この協議会も含め

て、先延ばしをしたといいますか、そういう状況に

なってしまったという認識になってしまうのです

が、非常に残念なことですし、我々が要望している

こととは、そっちの方向には全然進んでないという

のが現状なので。 

 これは以前にも何度もお話しています。 

 それで、前回の委員会のときには、市長が申し入

れをしても向こうの経営者は会ってくれないと。窓

口が増え過ぎて面倒になるみたいな答弁を頂いてい

るのですが、その状況というのは現在も変わってい

ないということでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 市長の面談につきまして

は、前回申し入れをした以降は行ってございませ

ん。 

 その理由としましては、10月28日に行われました

会議で、本人が出てくると。その中で、今後の方針

について示されるということですので、それ以降は

申し入れしてございません。 

○栗田政男委員 11月の28……何日。 

○渡部貴聴水産漁港課長 10月28日の連絡会議です

ね、この前開催された連絡会議で、社長が出てきて

話しているということなので、いずれにしまして

も、前回断られた理由というのが、回答する、お話

しする内容がないというようなことも言われていま

すので、一旦そこで、市長の直接面談というものは

休止してございます。 

○栗田政男委員 結果、その10月28日、向こうの社

長はどういう見解を、はっきりした方向性というの

はちゃんと持ってきたのですか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 10月28日の内容につきま

しては、先ほど御説明いたしましたけれども、３点

ボーリングを実施するという見解を示してございま

す。 

○栗田政男委員 これは当初、ホテル側が言ってい

た状況と何ら変わってないということで理解してい

いですか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 当初ホテルは、３点ボー

リング、要は地下水のボーリングについても、１点

だけはボーリングしましたけれども、それ以上をす

るという話はしておりませんでした。 

 それを、専門家、北海道からの助言を受け、説得

した中で、今回３点ボーリングを実施するという判

断をしたというふうに伺ってございます。 

○栗田政男委員 ごめんなさいね、先ほど聞き逃し

て。状況は理解しました。 

 つまり、我々が要望している全量撤去に向けての

動きというのは、かなり遠い将来の話になってしま

うのかなというふうに思ってしまうのですが、な

ぜ、このようなことが起きてしまうのか、本当に疑

問でしようがないのですね。 

 役所ができる範疇というのはおのずと決まってき

ます。それは皆さんがおっしゃるとおり、道の管轄

であったり、直接、市はそれに携われないというの

は、それは法的な役所のスタンスで皆さんのスタン

スから見ると、それは当たり前の話だと思います。 

我々が言っていたのは、その前に話し合いで何と

か解決できないのかと。お互いに費用はどうするの

かは別にしても、何とか費用を出して、その全量撤

去で網走の漁業関係者の皆さんが安心できる状況を

つくれないのかというお願いをしたつもりで僕はい

たのですが、その動きでぜひとも権者である、網走

市を守る立場である市長に向こうと直接お話をし

て、いい解決策を、法律どうのこうのは置いとい

て、汚したものはやはりきちんと撤去するというの

が原則ですから、それをみんな求めているわけです

から、危険因子を置いたまま、時間だけ無情にも過

ぎていってしまうという状況だけは、ぜひとも避け

たいということで、お願いを再三してきたつもりで

いるのですが、そういう声というのは全然届く雰囲

気はないのでしょうかね。非常に残念ですし、そん

なことでは到底、問題解決にならないような気がし

てしようがないのですが、それについてもし見解が

あれば教えていただきたいと思います。 

○渡部貴聴水産漁港課長 社長への面談というもの

につきましては、今まで２回申し入れをしてござい

ます。しかしながら２回とも断られてございます。 

 引き続き、時期、状況を見た中で、そこは市長の

見解を含めた中で検討しなければならないと思って

ございますが、現段階では先ほどお話ししましたよ

うに、２回目で断られた中で、タイミング的には時

期ではないという判断をして、それ以降は社長のほ

うには申し入れをしていない状況でございます。 

○栗田政男委員 つまり、早い話がなめられている

ということだと思います。 

 正式に網走市長がそういうことで申し入れしたも

のについて、お話し合いをしに行きたいというもの
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を断る理由は何もないですし、当然向こうは倫理的

にそれに従わなくては、応じなくちゃいけない義務

があります。それをお断りするのであれば、こちら

もじゃあ誰とだったら会うのか、知事だったら会う

のか、総理大臣だったら君は会ってくれるのかとい

う話になってしまうのです、どうしても。誰か権限

のある、もっと大きな権限を持っている人が申し入

れをしたら会ってくれるのでしょうか。そういうこ

とになってしまうでしょうし、何とかこれは話し合

いで解決して、早い道で、結局その解決するため、

全量撤去することは、物理的にも、技術的にも可能

です。それほど多大なる費用がなくてもできること

ですから、その安全をしっかり担保していくという

のは、網走市にとって本当に命題というか、当たり

前の話なので、それに対して、例えば、もしくは、

災害という意味合いを捉えたならば、これはお金も

当市が支出してもしようがないところまで、もうき

ちゃっているのですね。そういうことも全部踏まえ

て、みんないらいらじくじくしながら、そういうの

を利権に絡む人たちは、大変苦しい思いもしている

のに、何か行政だけがのらりくらりしているような

印象を受けられてしまうのです。行政の見解はわか

りますよ、私たちは。ただ市民の皆さんはそんなこ

とわかりません。何をやっているのだ網走市は、道

は何やっているのだというふうに、どうしても捉え

てしまうのですよ。 

 そういう気持ちをきっちりくみ上げたときに、も

っと積極的に前に進む、法律がどうのこうの、道の

役割だとか、市の役割だとかって、ここで論じても

しようがないことなのですよ。どうしたら解決して

いけるのだということを、窓口としてつくっていく

手法というのはないのでしょうか。 

 だから、それが条例であったり、いろいろなこと

になってくるのかもしれませんが、あまりにもそう

いう対応であると、法的なものもかなり厳しいもの

にせざるを得ない状況というのは、またなってくる

のではないかというふうに、私は思うのですが、ど

うでしょうか、その見解は。 

○渡部貴聴水産漁港課長 今御指摘の件なのですけ

れども、確かに法律的なことを市民の方とか、非常

にこの件で心配しているのは漁業者の皆さんだと思

っております。 

 しかしながら一方で、法律的なその壁というもの

は非常に厚く、私どもも再三、北海道とも協議をし

ていたり、それから弁護士の方にもいろいろお話を

聞いていますけれども、現行法の中でやはり限界は

あるということです。 

 一方で、今回専門家が入ったこの検討会をした中

で、３点ボーリングを行って観測井戸を掘ると。そ

こで、地下水に出た段階で上げるということは、先

ほどもお話ししましたけれども、一義的には、網走

湖、網走川という、地下水も公共水域ですけれど

も、もっと一般の方が恩恵を受けている水域に流れ

る前には、押さえてモニタリングすることができる

と。 

 あわせまして、地下水に入った段階では水質汚濁

防止法で北海道としてはステージが変わって、一歩

進んだ指導もできるという認識でおりますので、引

き続き、そういう連絡会議を持った中で北海道、専

門家と協議を行いつつ、当然、漁業関係者等とも対

応しながら進めてまいりたいというふうに考えてい

ます。 

○栗田政男委員 課長が答弁してくれているので、

これはもう課長の答弁としては正しいことなので、

それが限界だということが早い話は言いたいので、

僕は別に課長、役所側にね、役所の職員の皆さんに

お願いしているのではなくて、こういう問題という

のはやはり、管理職たる副市長だったり、もっと言

えば、市長がしっかりとリーダーシップを取って、

解決する問題ではないかと。職員の皆さんをどうの

こうのバッシングしても、どうしようもない、何の

解決にもならないですし、皆さんは役割の中で、し

っかりとしたことをそこでやっていらっしゃるの

で、こういう進め方しかできないというのも本当に

理解できます。 

 ただ、問題の解決は、あくまでも全量撤去が原則

だという方向性は変わりません。 

 これは、私たちも、漁業者の皆さんにもその方向

できっちりやっていきますというお約束をしていま

す。 

 だから、その方向でぜひとも考えなくてはいけな

いので、皆さんがそうやって限界だというのであれ

ば、違う手法も我々は考えながら、進めていかなく

てはいけないのかなと思います。道がどうのこう

の、市がどうのこうのという話を私たちはしている

つもりはございません。役割の中では、それが今で

きる範囲だということも重々理解はしています。 

 でも、違った手法でもっと話し合いによってしっ

かりとした解決策はあるのではないかというふう

に、私は思っていますので、そういう意味からも、
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ぜひともいろいろな方向性を各方向からの検討が必

要ではないかなということを申し送りしたいと思い

ます。 

 以上です。 

○小田部照委員長 ほかの委員いかがですか。 

○松浦敏司委員 各委員からいろいろ質問がありま

したけれども、やはり、私も同様になかなか思うよ

うに進まないといういら立ちといいますかね、法律

の壁なんかも当然あるのでしょうけれども。 

 ただ、協議会を開いて、若干前進したようにも見

えると。 

 ホテル側の発言も以前よりはね、ちょっと進んだ

ようにも見えますが、やはり依然として、無責任さ

というのがどうも拭いきれなくて、そういういら立

ちを持っています。 

 それぞれ各委員の皆さんから質問がありましたの

で、私１点だけね、地下水の問題。これ、地下水と

いうのは、１本だけではないのだろうと、いろいろ

複雑に走っていますよね。最終的に湖に出ていくと

いうことなのだろうと思うのです。 

 ちょっとわからないのは、ガス検知して云々って

なっているのだけれども、これは24時間検知して、

観測していくものなのでしょうか。 

 その辺をまず伺いたいと思います。 

○渡部貴聴水産漁港課長 ガス検知につきまして

は、今回、水平方向への拡散を調査するためのガス

検知というのは、24時間ではなくて、掘削をして、

そこから空気を吸い取って、その空気を、検知管と

いう管だと思うのですが、もしくは機材等で分析を

する手法なので、24時間観測ということではござい

ません。 

○松浦敏司委員 そういうことなのだろうと思うの

ですよ。 

 つまりね、いつ、どこで流れていくかってわから

ないというのが、ここは難しい。 

 たまたまその場所で検知したら、反応があった

り、なかったりということだと思うので、そういう

意味で、私なんかは逆に不安になるというか、それ

が、当初、雪が降る前って言っていたのが、雪が解

ける前という状況にまで今時期がずれていくという

状況の中で、やっぱりその辺、今後の対応として

ね、やはり新たな地下水に対する取組、ガス検知に

ついても、どういうふうな形でやることによって、

幾つかある地下水をどう、何というか、検知するか

というか、その辺も考えていく必要があるのではな

いかと思いますが、その辺はいかがでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 地下水についてはガス検

知ではなくて、実際に油膜等で検知する話になると

思います。 

 それで地下水の状況なのですけれども、当然、私

も専門家ではないので何とも言えないのですが、何

層にも多分分かれて通常あると思うのですけれど

も、今回の調査としては、一番浅い層、一番地表か

ら近い層の地下水の状況を確認すると。 

 仮に、今回３点ボーリングするという理由は、そ

れが一つの層で平面的にどういうふうに分布してい

るかということですので、今お話ししましたよう

に、それが例えば３点ボーリングした時点で、つな

がりがなければ、また別の調査が必要になるという

ふうになると思いますので、あくまでも今回、調査

をしてモニタリングをするために使用する地下水と

いうのは、１本の、１本というか、一つの層の地下

水という認識でございます。 

 それで、地下水については、常時モニタリングを

していて、瞬時に検知するというふうに説明を受け

てございます。 

○松浦敏司委員 なかなか大変な作業だなと思いま

すが、いずれにしてもいわゆる原因そのものを取り

除くことをしない限り、やっぱりそういう不安は拭

えないということなので、漁業関係者がやっぱり安

心する状況というのを、１日も早くつくり出してい

くと。そのために、ぜひ、努力していってほしいと

いうことで、私は終わります。 

○小田部照委員長 ほかの委員。 

○金兵智則委員 各委員、いろいろと御確認をさせ

ていただきましたし、意見も述べさせていただいて

いるのであれなのですけれども、改めてお伺いした

いのですけれども、連絡会議であった、今後の方針

というのは、ホテル側から示されて３点ボーリング

をやると。地下水位のモニタリングをしますよと。 

 それで専門家から、そこで地質調査も一緒にやっ

てくださいって言われたので地質調査もやるという

ことが決まったということでしたかね。 

○渡部貴聴水産漁港課長 地質調査につきまして

は、３点ボーリングとセットになってございます。 

 今回、専門家から別途指摘があったのは、油の所

在をこの３点ボーリングでは、油の所在はきちんと

わからないので、それについては、ガス検知による

水平方向への調査も実施すべきであるという提案を

受けてございます。 
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○金兵智則委員 それをやるということが連絡会議

で決まったということですよね。ホテル側がやると

いうことが確認をされたと。 

 重油が確認された場合、その常時モニタリングし

ているので、くみ上げて処理するものの整備につい

て検討するとありますけれども、これも整備してい

ただける方向だということなのですよね。 

○渡部貴聴水産漁港課長 まず、ガス検知について

は、まだやるということはホテルからは言われてご

ざいませんが、この中で重油が確認された場合に

は、地下水をくみ上げて除去するなどのアクション

プランについては実施する、検討とは書面には書い

ていますけれども、実質的には実施するということ

でお話は伺ってございます。 

○金兵智則委員 検討するって書いてありますけれ

ども、これはもう実施の方向で進んでいくと。 

 その後なのか、先なのかわからないですけれど

も、専門家からの意見でこの１、２、３、４、５点

がいろいろと言われましたよと。 

 ３点ボーリングのところはやると言っているので

いいのかなと思うのですけれども、さっき近藤委員

の質問によると、これをホテル側が持って帰って年

内に再度連絡会議を開催する方向で調整するとある

ので、それを持って帰ってきた答えを連絡会議で聞

くということなのですか。次の連絡会議は。 

○渡部貴聴水産漁港課長 はい、そういう認識でご

ざいます。 

○金兵智則委員 そうしたら、やるかやらないかわ

からないけれども、こういう意見を専門家が言った

ものを検討するのに、これだけの１か月……年内に

ということは11月なのか、12月なのかわからないで

すけれども、もう今の時点で、ここからもう２週間

くらいたっているのですかね、それの答えがいつに

なって、連絡会議の招集がいつになりますよという

ことが、その回答を待つだけで、まず１か月程度の

時間がかかってしまうと。 

 雪降る前という話、皆さんしていましたのであれ

ですけれども、もう今後は、この連絡会議はこのや

り取りがずっと続いていって、いつになるかわから

ないけれども解決に向けて進んでいるのですよね、

これね。 

 間違いないのですよね、進んでいるのですよね、

これね。 

○渡部貴聴水産漁港課長 連絡会議については、問

題解決、これ自体は、先ほどもお話ししましたけれ

ども、今、このやっている調査というのは強制でや

らせることができない調査で、あくまでもホテルが

自発的にやる調査になってございます。 

 ですので、難しいところが、専門家からこういう

調査が必要であるという話が仮にあったとしても、

それをホテルがやる、やらないというのはホテルの

判断になってしまいます。 

 しかしながら、この連絡会議自体は問題解決のた

めにつくられているものですので、私どもとしては

そういう認識で、この会議によって、今あるこの問

題を解決へ向けていくという認識でございます。 

○金兵智則委員 そうなのだと思います。  

 皆さんが集まってやっていることですからね、そ

ういうことなのだと思いますけれども、やる、やら

ないはホテル側の御意向がある。経費云々もあるの

でしょうから、そういった形の中ではそれでもやっ

ぱりちょっとずつは進めていかなければいけないの

で、この方法だということなのだと思いますけれど

も、なかなかちょっとね、理解し難い部分も多々あ

るなと思うのですけれども、ちょっとガス検知の部

分で１点だけお伺いしたいのですけれども、どこで

したかね、Ｎｏ.12か何かの場所で、ガス検知やっ

ているって、何か前の時説明をされていたと思うの

ですけれども、それと専門家の方が言っているガス

検知というのは違うものなのですか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 Ｎｏ.12のガス検知と、

今回専門家が指摘されたガス検知の違いというもの

は、この場では説明されていませんので、詳細な方

法等については、私どものほうは説明を受けていな

いので何とも言えませんが、ただ、Ｎｏ.12のガス

検知につきましても、油がＮｏ.12の場所まで地中

を通って流れてきたときに、空気を取って調査する

ということなので、目的自体は同じものだというふ

うに認識しています。 

○金兵智則委員 わかりました。 

 12ではやっているけれども、ほかの部分ではやる

かやらないかわからない。経費の部分も何かわから

ないのでみたいな、さっき説明があったので、どう

してここでやっているのに経費はわからないのかな

という部分もありましたし、その辺はまた全然違う

ものなのか。もうやっていることであれば、大体こ

れぐらいかかるのだから、これが増やせるのか、増

やせないのかをホテルで判断できるものなのではな

いかなと思うのですけれども、その辺市では、同じ

ものか、違うものか把握されてないということなの
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ですもんね。 

○渡部貴聴水産漁港課長 今回、水平方向への拡散

に対するガス検知の話というのは、この連絡会議の

中で、初めて、私どもは当然ですけれども聞いたお

話です。 

 Ｎｏ.12については、以前、そのボーリングした

際に、ガス検知によって拡散を確認するという話を

聞いていますけれども、今回、新たにその専門家か

ら指摘があったものについては、今あるボーリング

地点ではなくて、新たな地点でやるということで

す。 

 専門家からの話としましては、例えばガソリンス

タンド等で油が漏れた場合に、どこまで広がってい

るのか、少ない費用で効果的にやるために、細い穴

を掘って、そこで空気を抜いて検知できる手法があ

るということで、ガス検知はどうだという提案を受

けてございます。 

 そうなると、例えば今後、水平方向への拡散につ

いて調査をする場合に、この場所で何点ぐらい必要

なのか、どういう場所でやるのかというのが、平場

で出てきたことなので、具体的にはわからないの

で、その辺りは専門家とホテルとでまた調整をする

という認識でございます。 

○金兵智則委員 専門家と業者さんでいろいろと詰

めていった中で、年内ということで決まったのだと

思うのですけれども、これがいつ頃になるとかとい

うことは、まだ全然見えてないということなのです

よね。 

○渡部貴聴水産漁港課長 事務局側としては、年内

というお話でしたけれども、具体的な話は全く、私

どもはわかりません。 

○金兵智則委員 ってことは、あとはただ、ただ待

つのみというような状況ですよね。 

 なかなか厳しい、もやもやする期間が、ただただ

延びていくということで、やっぱりできることを探

していかなければいけないのかなというふうに思い

ます。 

 以上です。 

○小田部照委員長 他の委員いかがですか。 

○近藤憲治委員 先ほど栗田委員と水産漁港課長の

やり取りの中で、地下水の調査を行って、観測井戸

を掘って、そこで重油が検知されたら、道庁の認識

としてはステージが変わるという話があったという

ふうに答弁されていました。 

 水質汚濁防止法の考え方というのは、公共用水に

漏れた、はっきりと漏れた事実がある、または漏れ

る可能性が科学的に立証されている場合には、監督

権者である都道府県は、強制力を持った対応ができ

るというものですから、地下水に漏れた事実があっ

た段階で、道庁としてはかなり踏み込んだ措置を取

っていくというニュアンスで、このステージが変わ

るという話をしたのでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 今、委員御指摘のよう

に、漏れた時点で水質汚濁防止法にのっとった中で

の指導ができるというふうに伺ってございます。 

○近藤憲治委員 それは、そのタイミングから、ま

た具体的に積み上げ方式でいくのか、それとも一気

に全部取り除きましょうというところに踏み込むの

かで、また次のもやもやが始まってしまうのではな

いかという懸念を私は持っているのですけれども、

道庁と網走市としては、できる限り全量撤去に向け

て強い措置を発動するそのための根拠を得たいとい

う考え方で調査をしていっているというニュアンス

で捉えていいのですか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 まず、地元の意向、特に

私は水産なので、水産の側からの話では、基本的

に、将来的なことを考えると全量撤去という認識で

ございます。 

 一方、北海道としては、法的には全量撤去という

ことを強制することはできないというふうに聞いて

ございます。 

 それは、公共水域への漏えいを防止するための措

置は指導できるのですけれども、なので、その辺り

については、環境省のほうでもたしかマニュアルを

作っているのですけれども、全量撤去するか、もし

くは完全に漏れ出ないように囲った中で、その囲い

の外側を継続モニタリングするのか等々の手法はあ

りますが、地元の漁業としては全量撤去というもの

は、基本的にありますけれども、北海道としては、

全量撤去のみを考えて指導ということは考えていな

いと思います。すみません、思いますで恐縮なので

すけれども。 

○小田部照委員長 ほかの委員、いかがですか。 

ひとまずよろしかったですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それではここで、５分間換気のため暫時休憩いた

します。 

午後２時16分休憩 

午後２時22分再開 

○小田部照委員長 それでは、再開いたします。 
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 次に、特別委員会として取り組めることとして、 

条例制定に向けての協議をしていきたいと思いま

す。 

 以前から皆さんに配付していた、条例の文案なの

ですが、これについて専門的な知見が必要だという

ことで、弁護士の先生のほうにお願いをして、修

正、追記の助言を頂いております。 

 この条例案について、各委員の皆様の見解と、今

後の進め方について、それぞれ御意見を聞かせてい

ただきたいと思います。 

 いかがでしょうか。 

○近藤憲治委員 この条例の策定については、この

委員会の前段で議論していた、やはりどういった影

響が今回の重油漏れで起きているのかというのが、

なかなか水質汚濁防止法の枠組みの中では、漏らし

た当事者であるホテルがやらなければならないとい

う立てつけになってしまっているので、なかなか進

んでいかないという問題意識が私の中にはありま

す。 

 そういった点で言えば、今回、弁護士の先生か

ら、網走市で条例を策定するに当たってはという部

分で、やっぱりこの調査の部分に一定の方向性付け

をする、基礎自治体としてもそこに関与していくと

いう方向性でつくるのはいかがですかという御助言

を頂いています。 

 そこについては、水質汚濁防止法と同じ観点では

なく、あくまでも地域の主要産業を保護するため、

守るためという大前提でつくっているのですと。な

ので、これは網走市として取り組むことなのですと

いうのをうたっていくというのは、方向性として望

ましいですねという御助言を頂いていますので、私

としては、最終的に取り除かれるという、そこに強

制力が生じるというのが望ましいと思うのですけれ

ども、その前段として、どこにどうあるのかを科学

的に把握することを、漏えいした事業者だけに委ね

るのではなくて、基礎自治体としてもそこに関与を

していく、積極的に関わっていって、それが実際に

あるということが判明すれば、そこから先は、水質

汚濁防止法の枠組みでも動かしていけるわけですか

ら、やはり、水質汚濁防止法のいわゆる法の抜け穴

といいますか、盲点になっている部分を条例として

補完する。条例として補完するのだけれども、それ

は水質汚濁防止法と同じ目的ではなくて、あくまで

も地域の主要産業を保護するという目的で制定をす

るという方向性については、望ましいものだと考え

ております。 

 以上です。 

○小田部照委員長 ほかの委員の方々、いかがでし

ょうか。 

○平賀貴幸委員 コメントの追加というところに書

かれているとおり、今近藤委員もおっしゃったとお

り、方向性としては、やっぱり地域の産業を守ると

いう方向性で条例をつくっていくと。 

 汚濁物となっているのは、もう油という形で、明

確に限定していくとか、そういったことを整理しな

がらつくっていくのが、基本的にはいいのだろうな

というふうに思います。 

 議論が別れているから、コメントは特に弁護士の

先生からはないですけれども、罰則だと思っている

のですよね、やっぱり。 

 逆に罰則を受けたほうが安く済んでしまって、何

かおかしなことになってはいけないので、ここはち

ょっとやっぱり慎重にあるべきなのかなというふう

に思うのです。 

 その辺のところの整理は、やっぱり別途必要だと

思いますので、専門家の助言を頂きながら、できる

だけ早くつくっていくということがやっぱり大事だ

と思うのですよね。 

 スケジュール感としてはできるだけ年度内の早い

時期にというふうになるのでしょうけれども、でき

るだけ具体的な措置につながるような時期と考える

の、本当に早いほうがいいというふうに思います。 

○小田部照委員長 他の委員いかがでしょうか。 

○永本浩子委員 赤いところが専門家の弁護士の先

生からのコメントということだと思うのですけれど

も、目的に関してはやはりこのコメントにあるとお

りに、水濁法と同じ目的ではなくて、網走市とし

て、漁業者等はきちんと守っていくという、そうい

ったことも明確にしていくのは大事なことだと思い

ますので、このコメントに沿いながら、ここは検討

すべきだと思うのです。 

 あとの文言的なことも訂正をしながら、やっぱり

私も一番ポイントにしなければいけないのが、この

30万円以下の罰金というものを、どう扱うかという

ところで、前回も言わせてもらったのですけれど

も、この30万円の罰金に関しては、町野弁護士から

は何もコメントはなかったということなのでしょう

か。 

○小田部照委員長 はい、そうです。 

○近藤憲治委員 条例の策定の際に、罰則規定を設
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けた場合、それが上位法規や、それ以外の量刑を定

めたものと、いわゆる法の均衡性があるのかどう

か、著しく酷かったり、緩かったりしないかどうか

というのは、検察庁に確認しましょうというのが基

本なのですね。 

 でも、それはもう普通にやることなので、こうや

って書きたいのだったら検察庁に聞くべきですよね

というのは、条例策定の際の普通のプロセスです。 

○永本浩子委員 私も前回のときに、検察庁との協

議も必要だということで言わせていただきましたけ

れども、30万円以下というのをうたってしまった場

合に、なかなか難しい、その検察庁との協議も入っ

てきますし、判定をどうするのかというところなん

かもあると思うので、私としてはこの条例に30万円

以下のこの罰則規定を入れないほうがいいのではな

いかなという気がしています。 

 現実に今回の観光ホテルの件に関しても、ボイラ

ー室を取り壊すとなると２億円以上かかってしまう

ので、それができるとか、できないとかって話にな

っていて、億単位の話をしている中で、30万円以下

の罰金というのを市が設けたとしても、それがどこ

まで、この意味があるのかなという部分もあります

し、手続的にもかなり難しい部分が入ってくるのか

なと思いますので、これをよく検討すべきだと私は

思います。 

○金兵智則委員 各委員さんから種々御意見があっ

たとおりなのだと思いますし、先ほど、理事者の皆

さんから御説明受けた中で、今後も時間はかかって

いくのだということがはっきりとしたという中で、

この委員会自体も実はもう期限が切られているよう

な状況なのだと思うのです。 

 改選期に入ってしまいますので、その中でやっぱ

りこれはちゃんとした形に持っていく必要があると

いうふうに皆さん多分考えていると思うので、その

罰則の部分については、やっぱり時間もかかるとい

うことも踏まえて、そこは条例の制定はスピーディ

ーに進めていく必要があると思いますので、異論が

ある部分に関しては、そこを詰めていくよりも、一

気になくしてしまっても、時間のかかる部分はやっ

ぱり削除しながら、スピーディーにきちんとした形

のものをつくっていくという必要があるのではない

かなというふうに思います。 

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。 

○栗田政男委員 手法として我々も検討してきた経

緯がありまして、いろいろ、当議会としてこういう

形で条例を制定するのは多分初めてになると思いま

す。 

 そういう面では、慎重にしなくてはいけないので

すが、僕は、今回の件は特例だというふうに捉えて

います。 

 だから今回はこの事案に対して、この条例が活用

できる保障だけで、その後、この問題は解決した

後、今後市の条例として、広く使えるような状況に

直すことも十分可能ですし、逆に言うと、やめてし

まっても構いません。そういうことも可能です。 

 そういった意味を踏まえたときに、皆さんがおっ

しゃるようにスピード感をまず、第一優先に考える

のであれば、やはり協議、罰則の云々というのもな

いほうが早いに決まっていますので、要するに、こ

の条例をつくることによって、市が直接的に関与で

きてこの問題を解決できる最大の近道ということの

手法として活用するのであれば、なるべくスピード

感を持って進める意味では難しいことは抜いて、進

めるべきではないかなというふうに考えています。 

○小田部照委員長 ほかにいかがですか。 

○松浦敏司委員 多くの委員が、この罰則について

は時間もかかるというようなことでなくしたほうが

いいというようなお話でありました。 

検察庁の関係ということでありますので、この条

例そのものをできるだけ早く成立させるという点で

は、今皆さんが言ったようにこの部分、罰則の部分

がなければ、比較的スムーズにいくのかなというふ

うに思いますので、全体の委員会として意見が一致

するのであれば、そういう方法もあるのかなという

ふうに思います。 

 以上です。 

○小田部照委員長 それぞれ各委員の皆さんの御意

見を頂いているところでありますが……近藤委員ど

うぞ。 

○近藤憲治委員 今、各委員のお話を伺っていて、

条例を策定したほうがよいと。その中身については

まだ議論があるけれどもということは理解をさせて

いただいたのですけれども、そもそもこの条例の策

定って、前回までの特別委員会を振り返ってみる

と、いわゆる行政サイドと一緒につくっていきまし

ょうという話で答弁をされていたと思いますので、

条例の策定について行政側はどういった準備をして

いるのかと、やっぱりなるべく早くつくりましょう

というのは、今、委員の総意のように受け止めたの

ですけれども、スピード感、時間軸、スケジュール
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感みたいなのを、準備の中でどういうふうに認識し

ているのか、つくるとしたらどういう手順を想定し

ているのか、現段階で考えていることを明らかにし

ていただきたいと思います。 

○田邊雄三市民環境部次長 条例案の今後の検討に

ついてでありますけれども、今回、様々な関係法が

関係するというふうに認識しておりまして、この条

例の検討に当たっては、環境法の有識者を含む、検

討する会議なりを一度組織して、様々な視点で、い

ろいろなことを検討しなければならないというふう

に考えております。 

 先ほどお話に出ておりました、条例の立法趣旨、

御指摘もありましたけれども、こちらとしてもその

ような認識でおりまして、例えば漁業その他産業の

保護を目的とするとか、そういった視点が考えられ

るだろうというところはあります。 

 また、二つ目には、どちらにしても科学的根拠と

いうのは必要になっておりますので、そこは法律と

変わらないところ、そこをどう見出していくのかと

いうところ。あと、行政措置の内容、これにつきま

しては、法との衝突をどのように回避できるのかと

いう視点も当然必要になってきます。 

 あとは、執行部の問題もありますけれども、もし

も執行するに当たり、何かしらの体制が必要であれ

ばそこも考えなくてはいけないですし、代金がかか

るのであれば、そういったところの検討というのも

あります。 

 そういったことを含めまして、検討するところを

何かしら設置したいというふうに現在考えておりま

して、その人選も今行っておりますので、そこは固

まり次第、早急にお示ししたいというふうに思いま

す。 

○近藤憲治委員 どういう体制でやっていこうかと

いう、おおよその考え方は今の答弁でわかるのです

けれども、時間軸ですね、なるべく早くというの

が、我々側の思いとしてはあるのですけれども、行

政サイドはどういう認識に立っておられますか。 

○後藤利博副市長 今、時間軸というお話でござい

ましたが、今、次長のほうから説明がありましたと

おり、様々な法関係との照らし合わせ、それから一

般的に言われています行政法との照らし合わせの関

係で、これは行政機関と市民との関連を求める法規

ということで法典ではありませんけれども、そうい

う観点からどうあるべきかということも詰めていか

ないと、執行機関が最終的に執行する段階で、疑念

があってはなかなか執行できないということもござ

います。 

 そういう観点で、それぞれの条項で、例えばその

解釈も含めて、今、先生のほうで述べていただいて

いる部分、さらにもっとこういう観点はどうなのか

とか、そういうのを行政法の観点からも一度用意を

していただいて、そこでまた先生のほうとの考え方

のすり合わせとか、文言も含めてそういうやり取り

をした上でつくり上げていく形になるのかなという

ふうに思っています。そうなったときに、そういう

関係の皆様が一同に会してということなると時間も

かかるのと、それからお金もすごくかかると。今

回、港の安全対策のときにもそうだったのですけれ

ども、そういう部分のことがありますので、そこを

もう少しスピーディーな形でできる方法がないか、

改めて、その先生方の意見も聞きながらやっていけ

ればいいなというふうに考えております。 

○近藤憲治委員 私どももこのコメントを頂く際に

は、弁護士の先生とオンラインで会議しているので

すよね。 

 別にここに来ていただいて、顔を突き合わせてや

っているわけではないのですけれども、この制度の

リアクションはちゃんと返って来るわけなので、一

堂に会する必要はないと思いますし、オンラインも

使いますし、あとは非常にお金がかかるという答弁

もありましたけれども、個別に話をしていけば、き

ちんと適正な費用感、相場感でも対応していただけ

るという経験値もありますから、そこはスピーディ

ーかつ、きちんとした専門家に協力していただくと

いう認識で進められたほうがよろしいかと思いま

す。 

○後藤利博副市長 今、近藤委員からお話ありまし

たとおり、一堂に会さなくてもできる方法もあると

思いますので、そういう観点で、どういう形でまと

めていくのがいいか、執行機関のほうでも、今、人

選も含めてやらせていただいていますので、改めて

そこはお話をしていきたいと思います。 

○近藤憲治委員 なおかつ、できるだけ早くという

ことと、あとは必要に応じた予算措置もきちんとし

ていくという認識でよろしかったですか。 

○後藤利博副市長 そういう認識でよろしいです。 

○小田部照委員長 他の委員。 

○永本浩子委員 今、近藤委員からもお話がありま

したけれども、網走も既に、網走港の利用の条例策

定に関しては、専門家の南教授等はリモート参加と
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いう形で御意見を頂いて、既にもうそういう実績も

積まれているので、そういった手法も市としてもわ

かっていることだと思いますので、ぜひそういった

形を活用して、できるだけ早く進めていただければ

と思います。 

○後藤利博副市長 リモート参加というお話、そう

いう形もありますし、例えば今もうここまで、解釈

も含めて、ある程度練り込んでいただいていますの

で、これをまた、例えば行政法の先生ですとか、別

な専門の先生に見ていただいて、ここの条項はこう

ですか、ああですかというようなものをつくってい

ただいてのやり取りとか、例えばですね、そのよう

な方法もあると思いますので、できる限りあまり時

間をかけない中で練り上げていけるような手法も併

せて考えていきたいと思います。 

○永本浩子委員 そういった形で、一堂に会さなけ

ればいけないというものではなくて、工夫しながら

やっていただければと思います。 

○小田部照委員長 ほかの委員いかがですか。 

 よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 各委員から、条例制定については早急にスピード

感を持って制定していくべきだという意見で、この

特別委員会の委員はみんな、総意であるということ

は、確認されました。 

 それで、今後の進め方なのですが、専門家なども

含めた、今、副市長からもありましたように、勉強

会なども必要ですので、そういった専門家の協力も

必要になると、予算化の必要性も出てきますので、

理事者との調整については、今後スピード感を持っ

て正副に一任させていただいてよろしいでしょう

か。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 わかりました。 

 それでは、そのように取り扱わせていただきま

す。 

それでは、その他、ほかの委員の皆さんから何か

ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これをもちまして重油漏れ事故対策検

討特別委員会を終了いたします。 

 お疲れさまでした。 

             午後２時14分閉会 


